
件　　　　　　　名 備　考

第 71 号議案 宍粟市国民健康保険税条例の一部改正について ６月３０日提出

第 72 号議案 宍粟市介護保険条例の一部改正について ６月３０日提出

第 73 号議案 令和２年度宍粟市一般会計補正予算（第６号） ６月３０日提出

第 74 号議案 令和２年度宍粟市病院事業特別会計補正予算（第１号） ６月３０日提出

第 75 号議案
宍粟市立小中学校情報機器購入（その１）契約の締結につい
て

６月３０日提出

播磨いちのみや株式会社令和元年度決算書及び令和２年度事
業計画書等の提出について

６月３０日提出

一般財団法人宍粟北みどり農林公社令和元年度決算書及び令
和２年度事業計画書等の提出について

６月３０日提出

第93回宍粟市議会臨時会　上程議案等一覧

議案番号

報告第７号

報告第６号



第７１号議案 

 

宍粟市国民健康保険税条例の一部改正について 

 

宍粟市国民健康保険税条例の一部を改正する条例を別紙のとおり制定したい

ので、地方自治法（昭和22年法律第67号）第96条第１項第１号の規定により、

議会の議決を求める。 

 

令和２年６月３０日提出 

 

宍粟市長 福 元 晶 三  



宍粟市条例第 号 

 

   宍粟市国民健康保険税条例の一部を改正する条例 

 

 宍粟市国民健康保険税条例（平成17年宍粟市条例第112号）の一部を次のように改正する。 

 附則に次の１項を加える。 

 （新型コロナウイルス感染症に係る国民健康保険税の減免の特例） 

18 市長は、国民健康保険の被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が次の各号のい 

ずれかに該当する場合は、規則で定めるところにより、国民健康保険税を軽減し、又は免除す

ることができる。 

 (１) 新型コロナウイルス感染症（新型インフルエンザ等対策特別措置法（平成24年法律第31

号）附則第１条の２第１項に規定する新型コロナウイルス感染症をいう。以下同じ。）に感

染したことにより死亡し、又は重篤な傷病を負ったとき。 

 (２) 新型コロナウイルス感染症の影響により、事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収      

入（以下「事業収入等」という。）の減少が見込まれる場合であって、次のいずれにも該当

するとき。 

  ア 事業収入等のいずれかの減少額（保険金、損害賠償等により補填されるべき金額がある   

ときは、当該金額を控除した額）が前年の当該事業収入等の額の10分の３以上であること。 

  イ 前年の地方税法第314条の２第１項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに国民   

健康保険法施行令（昭和33年政令第362号）第27条の２第１項に規定する他の所得と区別

して計算される所得の金額（地方税法第314条の２第１項各号及び第２項の規定の適用が

ある場合には、その適用前の金額）の合計額が1,000万円以下であること。 

  ウ 減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円

以下であること。 

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行し、令和２年２月１日から適用する。 



宍
粟
市
国
民
健
康
保
険
税
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
 
新
旧
対
照
条
文
 

 

現
 
 
 

 
 
行
 

改
 
 
正
 
 
案
 

 
 
附
 
則
 

 
 
附
 
則
 

１
～
1
7 

（
略
）
 

１
～
1
7 

（
略
）
 

 
（
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
に
係
る
国
民
健
康
保
険
税
の
減
免
の
特
例
）
 

 
1
8
 
市
長
は
、
国
民
健

康
保
険
の
被
保
険
者
の
属
す
る
世
帯
の
生
計
を
主
と
し
て
維
持
す
る
者

が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
は
、
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
国
民
健

康
保
険
税
を
軽
減
し
、
又
は
免
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

 
(
１
)
 
新
型
コ
ロ
ナ

ウ
イ
ル
ス
感
染
症
（
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
対
策
特
別
措
置
法
（
平

成
2
4
年
法
律
第
3
1号

）
附
則
第
１
条
の
２
第
１
項
に
規
定
す
る
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感

染
症
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
感
染
し
た
こ
と
に
よ
り
死
亡
し
、
又
は
重
篤
な
傷
病
を

負
っ
た
と
き
。
 

 
(
２
)
 
新
型
コ
ロ
ナ

ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
影
響
に
よ
り
、
事
業
収
入
、
不
動
産
収
入
、
山
林

収
入
又
は
給
与
収
入
（
以
下
「
事
業
収
入
等
」
と
い
う
。
）
の
減
少
が
見
込
ま
れ
る
場
合

で
あ
っ
て
、
次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
と
き
。
 

 
 
 
ア
 
事
業
収
入
等
の
い
ず
れ
か
の
減
少
額
（
保
険
金
、
損
害
賠
償
等
に
よ
り
補
填
さ
れ
る

べ
き
金
額
が
あ

る
と
き
は
、
当
該
金
額

を
控
除
し
た
額
）
が
前
年
の
当
該
事
業
収
入
等

の
額
の
1
0
分
の
３
以
上
で
あ
る
こ
と
。
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地
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税
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3
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条
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項
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得

金
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山
林
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得
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額
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び
に
国

民
健
康

保
険
法
施
行

令
（
昭
和

33
年

政
令
第

3
62
号
）

第
2
7
条
の
２

第

１
項

に
規

定
す

る
他

の
所

得
と

区
別

し
て

計
算

さ
れ

る
所

得
の

金
額

（
地

方
税

法
第

3
1
4
条
の
２

第
１
項
各
号
及

び
第
２
項

の
規
定
の
適
用

が
あ
る
場
合

に
は
、
そ
の
適

用

前
の
金
額
）
の

合
計
額
が
1
,0
0
0
万
円
以
下
で
あ
る
こ
と
。
 

 
 

 
ウ

 
減

少
す

る
こ

と
が

見
込

ま
れ

る
事

業
収

入
等

に
係

る
所

得
以

外
の

前
年

の
所

得
の

合
計
額
が
4
00
万
円
以
下
で
あ
る
こ
と
。
 

 

 

 



第７２号議案 

 

宍粟市介護保険条例の一部改正について 

 

宍粟市介護保険条例の一部を改正する条例を別紙のとおり制定したいので、

地方自治法（昭和22年法律第67号）第96条第１項第１号の規定により、議会の

議決を求める。 

 

令和２年６月３０日提出 

 

宍粟市長 福 元 晶 三  



宍粟市条例第 号 

 

宍粟市介護保険条例の一部を改正する条例 

 

宍粟市介護保険条例（平成17年宍粟市条例第113号）の一部を次のように改正する。 

附則に次の１項を加える。 

（新型コロナウイルス感染症に係る保険料の減免の特例） 

13 市長は、第１号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が次の各号のいずれかに

該当する場合は、規則で定めるところにより、保険料を減免することができる。 

 (１) 新型コロナウイルス感染症（新型インフルエンザ等対策特別措置法（平成24年法律第31

号）附則第１条の２第１項に規定する新型コロナウイルス感染症をいう。以下同じ。）に感

染したことにより死亡し、又は重篤な傷病を負ったとき。 

 (２) 新型コロナウイルス感染症の影響により、事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収

入（以下「事業収入等」という。）の減少が見込まれる場合であって、次のいずれにも該当

するとき。 

  ア 事業収入等のいずれかの減少額（保険金、損害賠償等により補填されるべき金額がある

ときは、当該金額を控除した額）が前年の当該事業収入等の額の10分の３以上であること。 

イ 減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円

以下であること。 

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行し、令和２年２月１日から適用する。 



宍
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介
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険
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則
 

附
 
則
 

１
～
1
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（
略
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１
～
1
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（
略
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（
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
に
係
る
保
険
料
の
減
免
の
特
例
）
 

 
1
3
 
市
長
は
、
第
１
号

被
保
険
者
の
属
す
る
世
帯
の
生
計
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と
し
て
維
持
す
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次
の
各
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い
ず
れ
か
に
該
当
す

る
場
合
は
、
規
則
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定

め
る
と
こ
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に
よ
り
、
保
険
料
を
減
免
す

る
こ
と
が
で
き
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。
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１
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新
型
コ
ロ
ナ
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イ
ル
ス
感
染
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（
新
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イ
ン
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ル
エ
ン
ザ
等
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特
別
措
置
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成
2
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律
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3
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則
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１
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２
第
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す
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新
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コ
ロ
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ウ
イ
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染
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を
い
う
。
以
下
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じ
。
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し
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よ
り
死
亡
し
、
又
は
重
篤
な
傷
病
を

負
っ
た
と
き
。
 

 
(
２
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新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
影
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に
よ
り
、
事
業
収
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動
産
収
入
、
山
林

収
入
又
は
給
与
収
入
（
以
下
「
事
業
収
入
等
」
と
い
う
。
）
の
減
少
が
見
込
ま
れ
る
場
合

で
あ
っ
て
、
次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
と
き
。
 

 
 
ア
 
事
業
収
入
等
の
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か
の
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（
保
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、
損
害
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償
等
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れ
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収
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。
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。
 

 

  

 



第
７
３
号
議
案

 

 

令
和
２
年
度
宍
粟
市
一
般
会
計
補
正
予
算
（
第
６
号
）

 

 

令
和
２
年
度
宍
粟
市
の
一
般
会
計
補
正
予
算
（
第
６
号
）
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

 

（
歳
入
歳
出
予
算
の
補
正
）

 

第
１
条

 
歳
入
歳
出
予
算
の
総
額
に
、
歳
入
歳
出
そ
れ
ぞ
れ

3
5
9
,
1
5
0
千
円
を
追
加
し
、
歳
入
歳
出
予
算
の
総
額
を
歳
入
歳
出
そ
れ
ぞ
れ

2
7
,
6
6
9
,
2
4
1
千
円
と
す
る
。

 

２
 
歳
入
歳
出
予
算
の
補
正
の
款
項
の
区
分
及
び
当
該
区
分
ご
と
の
金
額
並
び
に
補
正
後
の
歳
入
歳
出
予
算
の
金
額
は
、
｢
第
１
表

 
歳
入

歳
出
予
算
補
正
｣
に
よ
る
。

 

 

令
和
２
年
６
月
３
０
日
提
出

 

 

宍
粟
市
長
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元

 
晶

 
三
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1
 
-
 



款
補
 
 
正
 
 
額

計

第
１

表
　

歳
入

歳
出

予
算

補
正

－
2
－

（
単
位
：
千
円
）

歳
入

項
補
 
正
 
前
 
の
 
額

国
庫

支
出

金
1
5

6
,
2
1
7
,
4
8
7

3
2
4
,
3
9
4

6
,
5
4
1
,
8
8
1

国
庫

補
助

金
2

4
,
9
0
8
,
8
8
5

3
2
4
,
3
9
4

5
,
2
3
3
,
2
7
9

県
支

出
金

1
6

1
,
6
6
4
,
8
6
0

3
4
,
7
5
6

1
,
6
9
9
,
6
1
6

県
補

助
金

2
7
5
7
,
0
4
9

3
4
,
7
5
6

7
9
1
,
8
0
5

2
7
,
6
6
9
,
2
4
1

歳
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
入
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
合
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
計

2
7
,
3
1
0
,
0
9
1

3
5
9
,
1
5
0



－
3
－

補
 
 
正
 
 
額

計
款

（
単
位
：
千
円
）

歳
出

項
補
 
正
 
前
 
の
 
額

民
生

費
3

6
,
8
4
9
,
4
3
3

1
6
8
,
6
7
5

7
,
0
1
8
,
1
0
8

社
会

福
祉

費
 
1

3
,
8
4
4
,
1
2
6

1
1
7
,
8
0
0

3
,
9
6
1
,
9
2
6

児
童

福
祉

費
 
2

2
,
6
6
5
,
2
4
8

5
0
,
8
7
5

2
,
7
1
6
,
1
2
3

商
工

費
6

9
0
0
,
1
2
1

1
3
3
,
5
3
9

1
,
0
3
3
,
6
6
0

商
工

費
 
1

9
0
0
,
1
2
1

1
3
3
,
5
3
9

1
,
0
3
3
,
6
6
0

消
防

費
8

1
,
0
3
2
,
6
1
7

6
,
7
5
1

1
,
0
3
9
,
3
6
8

消
防

費
 
1

1
,
0
3
2
,
6
1
7

6
,
7
5
1

1
,
0
3
9
,
3
6
8

教
育

費
9

2
,
1
6
0
,
0
6
0

5
0
,
1
8
5

2
,
2
1
0
,
2
4
5

教
育

総
務

費
 
1

7
3
8
,
9
8
5

4
7
,
6
8
5

7
8
6
,
6
7
0

幼
稚

園
費

 
4

1
6
8
,
3
8
1

2
,
5
0
0

1
7
0
,
8
8
1

2
7
,
6
6
9
,
2
4
1

歳
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
出
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
合
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
計

2
7
,
3
1
0
,
0
9
1

3
5
9
,
1
5
0



款
計

歳
入

歳
出

補
正

予
算

事
項

別
明

細
書

－
4
－

１
　
総
　
括

（
単
位
：
千
円
）

歳
入

補
 
正
 
前
 
の
 
額

補
 
 
正
 
 
額

1
5

国
庫

支
出

金
3
2
4
,
3
9
4

6
,
5
4
1
,
8
8
1

6
,
2
1
7
,
4
8
7

1
6

県
支

出
金

3
4
,
7
5
6

1
,
6
9
9
,
6
1
6

1
,
6
6
4
,
8
6
0

歳
 
 
 
 
 
入
 
 
 
 
 
合
 
 
 
 
 
計

2
7
,
3
1
0
,
0
9
1

3
5
9
,
1
5
0

2
7
,
6
6
9
,
2
4
1



－
5
－

地
方

債

補
正

前
の

額
計

補
 
正
 
額

款

（
単
位
：
千
円
）

特
 
 
 
 
定
 
 
 
 
財
 
 
 
 
源

一
般
財
源

国
県

支
出

金
そ

の
他

補
正

額
の

財
源

内
訳

歳
出

1
6
8
,
6
7
5

3
1
6
8
,
6
7
5

7
,
0
1
8
,
1
0
8

6
,
8
4
9
,
4
3
3

民
生

費

1
3
3
,
5
3
9

6
1
3
3
,
5
3
9

1
,
0
3
3
,
6
6
0

9
0
0
,
1
2
1

商
工

費

6
,
7
5
1

8
6
,
7
5
1

1
,
0
3
9
,
3
6
8

1
,
0
3
2
,
6
1
7

消
防

費

5
0
,
1
8
5

9
5
0
,
1
8
5

2
,
2
1
0
,
2
4
5

2
,
1
6
0
,
0
6
0

教
育

費

歳
 
 
 
 
 
出
 
 
 
 
 
合
 
 
 
 
 
計

2
7
,
3
1
0
,
0
9
1

3
5
9
,
1
5
0

2
7
,
6
6
9
,
2
4
1

3
5
9
,
1
5
0



－
6
－

２
　
歳
　
入

（
単
位
：
千
円
）

国
庫
補
助
金

2
国
庫
支
出
金

（
款
）

1
5

（
項
）

補
 
正
 
額

説
 
 
 
 
明

金
 
 
 
額

区
 
 
 
分

節
計

補
正
前
の
額

目

2
7
0
,
1
2
7

総
務
管
理
費
補
助
金

1
2
7
0
,
1
2
7

総
務
費
国
庫
補
助
金

1
4
,
2
8
5
,
8
5
1

4
,
0
1
5
,
7
2
4

2
7
0
,
1
2
7

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
対
応
地
方
創
生
臨
時
交
付
金

4
1
,
3
9
0

児
童
福
祉
費
補
助
金

2
4
1
,
3
9
0

民
生
費
国
庫
補
助
金

2
5
6
7
,
1
8
0

5
2
5
,
7
9
0

3
,
6
6
1

子
ど
も
・
子
育
て
支
援
交
付
金

3
6
,
1
8
0

ひ
と
り
親
世
帯
臨
時
特
別
給
付
金
給
付
事
業
費
補
助
金

1
,
5
4
9

ひ
と
り
親
世
帯
臨
時
特
別
給
付
金
給
付
事
務
費
補
助
金

1
2
,
8
7
7

教
育
総
務
費
補
助
金

1
1
2
,
8
7
7

教
育
費
国
庫
補
助
金

5
1
3
3
,
9
8
4

1
2
1
,
1
0
7

3
,
2
6
0

公
立
学
校
情
報
機
器
整
備
費
補
助
金

4
7
0

学
校
保
健
特
別
対
策
事
業
補
助
金

9
,
1
4
7

学
校
再
開
支
援
事
業
補
助
金

5
,
2
3
3
,
2
7
9

3
2
4
,
3
9
4

4
,
9
0
8
,
8
8
5

計

県
補
助
金

（
項
）

2
県
支
出
金

（
款
）

1
6

8
,
9
9
1

児
童
福
祉
費
補
助
金

2
8
,
9
9
1

民
生
費
県
補
助
金

2
2
7
6
,
5
2
1

2
6
7
,
5
3
0

4
9
1

放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業
補
助
金

8
,
5
0
0

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
拡
大
防
止
対
策
事
業
補
助
金

2
3
,
2
6
5

教
育
総
務
費
補
助
金

1
2
5
,
7
6
5

教
育
費
県
補
助
金

8
4
0
,
0
4
3

1
4
,
2
7
8

1
0
,
3
2
0

ス
ク
ー
ル
サ
ポ
ー
ト
ス
タ
ッ
フ
配
置
事
業
補
助
金

1
2
,
9
4
5

学
習
指
導
員
配
置
事
業
補
助
金

2
,
5
0
0

幼
稚
園
費
補
助
金

5
2
,
5
0
0

公
立
幼
稚
園
感
染
拡
大
防
止
対
策
事
業
補
助
金

7
9
1
,
8
0
5

3
4
,
7
5
6

7
5
7
,
0
4
9

計



－
7
－

一
般
会
計

3 
 民

生
費

３
　
歳
　
出

（
款
）

3
民
生
費

（
項
）

1
社
会
福
祉
費

（
単
位
：
千
円
）

目
補
正
前
の
額

補
 
正
 
額

計

補
 
 
正
 
 
額
 
 
の
 
 
財
 
 
源
 
 
内
 
 
訳

特
 
 
 
定
 
 
 
財
 
 
 
源

説
 
 
 
 
明

節

一
般
財
源

区
 
 
 
分

金
 
 
 
額

国
県
支
出
金

地
 
方
 
債

そ
 
の
 
他

1
社
会
福
祉

7
4
2
,
6
1
0

1
1
7
,
8
0
0

8
6
0
,
4
1
0

1
1
7
,
8
0
0

1
8
負

担
金

､
補

助
1
1
7
,
8
0
0

水
道
基
本
料
金
支
援
金

1
1
7
,
8
0
0

総
務
費

及
び

交
付

金

計
3
,
8
4
4
,
1
2
6

1
1
7
,
8
0
0

3
,
9
6
1
,
9
2
6

1
1
7
,
8
0
0

（
款
）

3
民
生
費

（
項
）

2
児
童
福
祉
費

3
子
ど
も
・

9
0
8
,
4
2
5

5
,
0
0
0

9
1
3
,
4
2
5

5
,
0
0
0

1
8
負

担
金

､
補

助
5
,
0
0
0

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
拡
大
防
止

子
育
て
支

及
び

交
付

金
対
策
事
業
補
助
金

5
,
0
0
0

援
費

4
児
童
福
祉

4
8
4
,
0
1
3

2
,
5
0
0

4
8
6
,
5
1
3

2
,
5
0
0

1
0
需

用
費

7
5
0

文
具
消
耗
器
材

7
5
0

施
設
費

1
7
備

品
購

入
費

1
,
7
5
0

施
設
用
備
品
購
入
費

1
,
7
5
0

5
児
童
手
当

7
7
3
,
0
0
2

3
7
,
7
2
9

8
1
0
,
7
3
1

3
7
,
7
2
9

1
報

酬
4
7
0

会
計
年
度
任
用
職
員
報
酬

4
7
0

等
支
給
費

3
職

員
手

当
等

6
0
0

時
間
外
勤
務
手
当

6
0
0

4
共

済
費

7
4

会
計
年
度
任
用
職
員
社
会
保
険
料
等

7
4

1
0
需

用
費

3
0
0

文
具
消
耗
器
材

3
0
0

1
1
役

務
費

1
0
5

電
話
料

1
5

郵
便
料

9
0

1
8
負

担
金

､
補

助
3
6
,
1
8
0

ひ
と
り
親
世
帯
臨
時
特
別
給
付
金

3
6
,
1
8
0

及
び

交
付

金

7
少
子
化
対

3
0
0
,
5
4
4

5
,
6
4
6

3
0
6
,
1
9
0

5
,
6
4
6

1
0
需

用
費

6
7
9

文
具
消
耗
器
材

6
7
9

策
事
業
費

1
2
委

託
料

3
,
3
5
6

放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業
委
託
料

3
,
3
5
6



－
8
－

（
款
）

3
民
生
費

（
項
）

2
児
童
福
祉
費

（
単
位
：
千
円
）

目
補
正
前
の
額

補
 
正
 
額

計

補
 
 
正
 
 
額
 
 
の
 
 
財
 
 
源
 
 
内
 
 
訳

特
 
 
 
定
 
 
 
財
 
 
 
源

説
 
 
 
 
明

節

一
般
財
源

区
 
 
 
分

金
 
 
 
額

国
県
支
出
金

地
 
方
 
債

そ
 
の
 
他

1
7
備

品
購

入
費

1
,
6
1
1

施
設
用
備
品
購
入
費

1
,
6
1
1

計
2
,
6
6
5
,
2
4
8

5
0
,
8
7
5

2
,
7
1
6
,
1
2
3

5
0
,
8
7
5

（
款
）

6
商
工
費

（
項
）

1
商
工
費

2
商
工
業
振

6
1
3
,
2
4
6

9
1
,
0
0
0

7
0
4
,
2
4
6

9
1
,
0
0
0

1
8
負

担
金

､
補

助
9
1
,
0
0
0

プ
レ
ミ
ア
ム
商
品
券
発
行
事
業
補
助
金

5
3
,
0
0
0

興
費

及
び

交
付

金
地
域
応
援
グ
ル
メ
券
発
行
事
業
補
助
金

3
8
,
0
0
0

3
観
光
振
興

6
4
,
7
4
3

4
2
,
5
3
9

1
0
7
,
2
8
2

4
2
,
5
3
9

1
8
負

担
金

､
補

助
4
2
,
5
3
9

し
そ
う
森
林
王
国
観
光
協
会
補
助
金
（

費
及

び
交

付
金

観
光
宿
泊
促
進
助
成
事
業
）

4
2
,
5
3
9

計
9
0
0
,
1
2
1

1
3
3
,
5
3
9

1
,
0
3
3
,
6
6
0

1
3
3
,
5
3
9

（
款
）

8
消
防
費

（
項
）

1
消
防
費

1
常
備
消
防

7
5
0
,
0
6
1

1
,
3
8
6

7
5
1
,
4
4
7

1
,
3
8
6

1
8
負

担
金

､
補

助
1
,
3
8
6

西
は
り
ま
消
防
組
合
負
担
金

1
,
3
8
6

費
及

び
交

付
金

3
消
防
施
設

6
9
,
2
6
4

1
,
2
5
0

7
0
,
5
1
4

1
,
2
5
0

1
4
工

事
請

負
費

1
,
2
5
0

施
設
改
修
工
事
費

1
,
2
5
0

費

6
災
害
対
策

2
7
,
1
4
9

4
,
1
1
5

3
1
,
2
6
4

4
,
1
1
5

1
0
需

用
費

2
,
9
1
5

災
害
用
消
耗
器
材

2
,
8
4
9

費
ポ
ス
タ
ー
印
刷
代

6
6

1
8
負

担
金

､
補

助
1
,
2
0
0

自
主
防
災
組
織
育
成
支
援
事
業
補
助
金

1
,
2
0
0

及
び

交
付

金

計
1
,
0
3
2
,
6
1
7

6
,
7
5
1

1
,
0
3
9
,
3
6
8

6
,
7
5
1

（
款
）

9
教
育
費

（
項
）

1
教
育
総
務
費

3
教
育
振
興

4
4
9
,
2
6
8

4
7
,
6
8
5

4
9
6
,
9
5
3

4
7
,
6
8
5

1
報

酬
9
,
0
0
0

会
計
年
度
任
用
職
員
報
酬

9
,
0
0
0



－
9
－

一
般
会
計

9 
 教

育
費

（
款
）

9
教
育
費

（
項
）

1
教
育
総
務
費

（
単
位
：
千
円
）

目
補
正
前
の
額

補
 
正
 
額

計

補
 
 
正
 
 
額
 
 
の
 
 
財
 
 
源
 
 
内
 
 
訳

特
 
 
 
定
 
 
 
財
 
 
 
源

説
 
 
 
 
明

節

一
般
財
源

区
 
 
 
分

金
 
 
 
額

国
県
支
出
金

地
 
方
 
債

そ
 
の
 
他

費
3
職

員
手

当
等

1
,
3
2
0

会
計
年
度
任
用
職
員
期
末
手
当

1
,
3
2
0

7
報

償
費

1
2
,
9
4
5

学
習
指
導
員
配
置
事
業
謝
礼

1
2
,
9
4
5

1
0
需

用
費

1
9
,
2
3
6

文
具
消
耗
器
材

1
9
,
2
3
6

1
2
委

託
料

2
,
4
0
0

GI
GA
ス
ク
ー
ル
サ
ポ
ー
ト
業
務
委
託
料

2
,
4
0
0

1
7
備

品
購

入
費

2
,
7
8
4

遠
隔
学
習
用
等
備
品
購
入
費

2
,
7
8
4

計
7
3
8
,
9
8
5

4
7
,
6
8
5

7
8
6
,
6
7
0

4
7
,
6
8
5

（
款
）

9
教
育
費

（
項
）

4
幼
稚
園
費

1
幼
稚
園
費

1
6
4
,
5
5
7

2
,
5
0
0

1
6
7
,
0
5
7

2
,
5
0
0

1
0
需

用
費

1
,
2
5
0

文
具
消
耗
器
材

1
,
2
5
0

1
7
備

品
購

入
費

1
,
2
5
0

施
設
用
備
品
購
入
費

1
,
2
5
0

計
1
6
8
,
3
8
1

2
,
5
0
0

1
7
0
,
8
8
1

2
,
5
0
0



第
７
４
号
議

案

　
（
総
則
）

第
１
条
　
令

和
２
年
度
宍
粟
市
の
病
院
事
業
特
別
会
計
補
正
予
算
（
第
１
号
）
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

　
（
業
務
の

予
定
量
）

第
２
条
　
令

和
２
年
度
宍
粟
市
病
院
事
業
特
別
会
計
予
算
（
以
下
｢予

算
｣と

い
う
。
）
第
２
条
に
定
め
た
業
務
の
予
定
量
を
次
の
と
お
り
補
正
す
る
。

（
既
決
予
定
量
）

（
補
正
予
定
量
）

（
計
）

（
４
）

主
要
な
建
設
改
良
事
業

医
療
機
械
器
具
整
備
事
業

千
円

千
円

千
円

　
（
資
本
的

収
入
及
び
支
出
の
補
正
）

第
３
条
　
予

算
第
４
条
に
定
め
た
資
本
的
収
入
の
第
４
項
の
次
に
「
第
５
項
　
寄
附
金
」
を
加
え
、
資
本
的
収
入
及
び
支
出
の
予
定
額
を
次
の
と
お
り
補
正
す
る
。

（
科
目
）

（
既
決
予
定
額
）

（
補
正
予
定
額
）

（
計
）

第
１
款

資
本
的
収
入

千
円

千
円

千
円

第
５
項

寄
附
金

千
円

千
円

千
円

第
１
款

資
本
的
支
出

千
円

千
円

千
円

第
１
項

建
設
改
良
費

千
円

千
円

千
円

　
　
令
和
２

年
６
月
３
０
日
提
出

 宍
粟
市
長
　
　
福
　
元
　
晶
　
三

収
　

　
　
入

支
　

　
　
出

53
8,
62
7

2,
00
0

54
0,
62
7

0
2,
00
0

2,
00
0

-1
-

令
和

２
年

度
宍

粟
市

病
院

事
業

特
別

会
計

補
正

予
算

（
第

１
号

）

2,
00
0

25
2,
00
0

25
0,
00
0

67
0,
47
6

2,
00
0

67
2,
47
6

32
8,
00
0

2,
00
0

33
0,
00
0



-2
-

（
２

）
資

本
的

収
入

及
び

支
出

収
　

　
　

入
（

単
位

：
千

円
）

款
項

目
既

決
予

定
額

補
正

予
定

額
計

備
　

　
考

1
．

資
本

的
収

入
5
3
8
,
6
2
7

2
,
0
0
0

5
4
0
,
6
2
7

5
.
寄

　
附

　
金

0
2
,
0
0
0

2
,
0
0
0

1
.
寄

　
附

　
金

0
2
,
0
0
0

2
,
0
0
0

支
　

　
　

出
（

単
位

：
千

円
）

款
項

目
既

決
予

定
額

補
正

予
定

額
計

備
　

　
考

1
．

資
本

的
支

出
6
7
0
,
4
7
6

2
,
0
0
0

6
7
2
,
4
7
6

1
.
建

設
改

良
費

3
2
8
,
0
0
0

2
,
0
0
0

3
3
0
,
0
0
0

1
.
資

産
購

入
費

2
5
0
,
0
0
0

2
,
0
0
0

2
5
2
,
0
0
0

令
和

２
年

度
宍

粟
市

病
院

事
業

特
別

会
計

補
正

予
算

（
第

１
号

）
実

施
計

画



収
　
　
入

区
　
　
　
分

金
　
　
額

1．
資
本
的
収
入

53
8,
62
7

2,
00
0

54
0,
62
7

　
5．

寄
附
金

0
2,
00
0

2,
0
0
0

1.
　
寄
附
金

0
2,
00
0

2,
0
0
0
1
.
　
寄
附
金

2
,
0
0
0

支
　
　
出

区
　
　
　
分

金
　
　
額

1．
資
本
的
支
出

67
0,
47
6

2,
00
0

67
2,
47
6

　
1．

建
設
改
良
費

32
8,
00
0

2,
00
0

33
0,
00
0

1.
　
資
産
購
入
費

25
0,
00
0

2,
00
0

25
2,
00
0
1
.
　
器
械
及
び
備
品
購
入
費

2
,
0
0
0

(
単
位
：
千
円
）

款
　
・
　
項

目
既
決
予
定
額

補
正
予
定
額

計
節

説
　
　
　
　
　
　
明

令
和
２
年
度
宍
粟
市
病
院
事
業
特
別
会
計
補
正
予
算
（
第
１
号
）
明
細
書

-
3
-

節

(
単
位
：
千
円
）

説
　
　
　
　
　
　
明

款
　
・
　
項

目
既
決
予
定
額

補
正
予
定
額

計



第７５号議案 

 

宍粟市立小中学校情報機器購入（その１）契約の締結について         

 

宍粟市立小中学校情報機器購入（その１）に係る契約を次のとおり締結する

ため、宍粟市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例

（平成17年宍粟市条例第56号）第３条の規定により、議会の議決を求める。 

 

令和２年６月３０日提出 

 

宍粟市長 福 元 晶 三 

 

１．件     名 宍粟市立小中学校情報機器購入（その１） 

２．契 約 金 額  ４３，３９８，９６０円 

３．契 約 の 相 手 先 

 神戸市西区伊川谷町有瀬1290番地４ 

日本電通株式会社神戸支店 

 支店長 告野 貴彦 

（参考）納期：契約の日から令和２年１２月２８日まで 

 



00010341
タイプライタ
　《参考》宍粟市の契約金額　１台あたり44,880円×967台＝43,398,960円　

00010341
テキスト ボックス
 参考資料 



報告第６号 

 

播磨いちのみや株式会社令和元年度決算書及び令和２年度事業計 

画書等の提出について 

 

地方自治法（昭和22年法律第67号）第243条の３第２項及び地方自治法施行令

（昭和22年政令第16号）第173条の２の規定により、播磨いちのみや株式会社の

令和元年度決算書及び令和２年度事業計画書等を提出する。 

 

令和２年６月３０日提出 

 

宍粟市長 福 元 晶 三 

 

 

 

 

 

 





1



2



3



4



5



6



7



8



9



10



11



12



13



14



15



16



報告第７号 

 

一般財団法人宍粟北みどり農林公社令和元年度決算書及び令和２ 

年度事業計画書等の提出について 

 

地方自治法（昭和22年法律第67号）第243条の３第２項及び地方自治法施行令

（昭和22年政令第16号）第173条の２の規定により、一般財団法人宍粟北みどり

農林公社の令和元年度決算書及び令和２年度事業計画書等を提出する。 

 

令和２年６月３０日提出 

 

宍粟市長 福 元 晶 三 
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